
 児童センターは、子どもが自由に来館して過ごすことができる子供の居場所です。

卓球・バドミントン・縄跳び・ボッチャ・サッカーゲーム・カードゲーム・オセロ・ドミノなどで遊ぶことができます。

季節の行事や講師指導の講座もいろいろと計画しています。

★利用できる人

・0 歳～18 歳未満 の児童(未就学児は保護者同伴)

・子ども会などの児童健全育成を目的とした団体

★開館時間

午前 10 時～午後 5 時 30 分(11,12 月 は午前 10 時～午後 5 時)

★休館日　　日曜日・祝祭日・年末年始 （12 月 29 日～１月 ３日）

★児童館利用登録書について

児童センターを利用するには緊急時の連絡先の確認のため、「児童館利用登録書」の提出が毎年必要です。

　※檍小学校のみなさんは、４月24日（金）までに学校へ提出してください。（直接児童センターでも可。）

★図書の貸し出し

ひとり2冊、2週間まで貸出しできます。（マンガと図鑑は1泊2日貸出し可）

　※センターは、お子様をお預かりする場所ではありません。

  　お子様が好きな時に来て、好きな時に帰る地域の遊び場であることをご了承ください。

　

　※「児童館利用登録書」と保護者控えのプリントは、後日、学校を通じて配付させていただきます。

★開設日時

毎週水・木・金曜日 午前10:00～午後2:00

（ランチタイム正午12:00から午後1:00）

★利用の仕方

登録簿の提出が必要です。(毎年更新)

★設備

ベビーベッド・オムツ交換台・幼児用トイレ・授乳スペース(図書室)・駐車スペース12台

★活動内容

体操・手遊び・絵本・お名前呼び・今日の活動など

★お願い

・遊戯室は12～13時までは遊べません。ただし図書室と集会室は遊べます。

・来館中の子どもさんの安全については保護者が責任をもって見守りください。

・ランチタイム（12～1時）は、遊具の貸し出しはできません。

★檍児童センターの利用について(保護者の皆様へ)★

子育て交流ひろばの利用について

子育て交流ひろばは、未就学児と（０歳児～）とその保護者が気軽に利用できる遊び場です。
遊具で遊んだりお友達作りや情報交換が出来たりします。また季節の行事や講師指導による講座もあります。

★開設日時
毎週水・木・金曜日 午前10:00～午後2:00 ※親子講座11:00～12:00

（ランチタイム 午後12:00から午後1:00）

★利用の仕方
登録簿の提出が必要です。(毎年更新)

★設備
ベビーベッド・オムツ交換台・幼児用トイレ・授乳スペース・駐車スペース12台

★活動内容
体操・手遊び・絵本・お名前呼び・今日の活動など

★お願い

・来館中の子どもさんの安全については保護者が責任をもって見守りください。

・昼食後は使った場所の（台拭き、アルコール消毒）掃除をお願いします。

・使用後のオムツはお持ち帰りください。

ホームページ インスタグラム

宮
崎
駅

生

協

日向
学院 海鮮

隊屋

・信号機

横断歩道左へ

檍児童

センター

東屋

県民

共済

～職員紹介～
館 長 竹﨑 成夫

児童厚生員 長友 裕美
児童厚生員 﨑村 裕美




